
蓮田市中間前金払の手続きフロー 
（対象：請負代金額 500万円以上、かつ、工期２月を超える土木建築に関する工事） 

 
※このフローは、中間前金払の基本内容を示したものです。 
詳細は、「蓮田市中間前金払取扱要綱」を確認すること。 

 

 

 入   札 

落札者の決定 
様式第１号「中間前金払・部分払

届出書」の提出 

契約締結 

前金払 
（請負代金の１０分の４以内） 

中間前金払の要件確認 
① 既に前金払の支払を受けていること。 

② 工期の２分の１を経過していること。 

③ 工程表により工期の２分の１を経過するまでに

実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること。 

④ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経

費が請負代金額の２分の１以上の額に相当する

ものであること。 

様式第２号「中間前金払認

定請求書」及び様式第３号

「工事履行報告書」の提出 

様式第４号「中間前金払認定（不

認定）通知書」の送付 

様式第５号「中間前金払請求

書」の提出 

中間前払金保証の申込 

中間前金払 

契約締結前に 
 

中間前金払・部分払い 

を選択 

法に規定する保証事業会社（※） 

の保証証書を添える 

※「法に規定する保証事業会社」とは、公共工事の前払金保証

事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５条の規定

に基づき登録を受けた保証事業会社 

受注者 
蓮田市 

蓮田市・受注者 

蓮田市・受注者 

受注者 

蓮田市 

受注者 

受注者 

蓮田市 

蓮田市 

要件確認 

※中間前金払を選択した場合、契約書鑑の「その他
特定条件」の項目に「中間前金払〇〇〇,〇〇〇円
以内」と記載 


